
静岡県公安委員会規程第11号

特定小型原動機付自転車運転者講習の実施に関する規程を次のように定める。

令和５年６月30日

静岡県公安委員会委員長 外 山 弘 宰

特定小型原動機付自転車運転者講習の実施に関する規程

（趣旨）

第１条 この規程は、特定小型原動機付自転車運転者講習（道路交通法（昭和35年法律第105号。以下「法」

という。）第108条の２第１項第15号に掲げる講習をいう。以下「講習」という。）の実施について必要な事項

を定めるものとする。

（講習対象者）

第２条 講習の対象者は、法第108条の３の５第１項の規定により講習の受講を命じられた者とする。

（講習の実施機関）

第３条 静岡県公安委員会（以下「公安委員会」という。 ）が行う講習は、静岡県警察本部交通部交通企画課

において実施する。

２ 公安委員会は、前項の規定にかかわらず法第108条の２第３項及び道路交通法施行規則（昭和35年総理府

令第60号。以下「規則」という。 ）第38条の３の規定により講習を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を

有する機関に講習を行わせることができる。

（講習実施責任者等）

第４条 講習実施責任者は、静岡県警察本部交通部交通企画課長とし、講習が適正に実施されるよう努める

ものとする。

２ 講習実施担当者は、静岡県警察本部交通部交通企画課理事官（部付を兼ねる者を除く。 ）とし、講習の実

施に関し講習実施責任者を補佐するものとする。

３ 講習に従事する職員（以下「講習指導員」という。 ）は、交通警察に従事する職員の中から次に掲げる要

件を備える者として、静岡県警察本部長（以下「本部長」という。 ）が指定した者とする。

( 1 ) 交通安全教育の実務経験が豊富であること。

( 2 ) 人格及び識見に優れ、講習指導員としての適格性を有すること。

（講習の実施基準）

第５条 講習の実施基準は、規則第38条第15項に定めるもののほか次に掲げるとおりとする。

( 1 ) １回の受講者数は、原則として講習指導員１人につき３人程度までとする。

( 2 ) 本部長が定める課程に基づいて行う。

（講習計画の策定等）

第６条 講習実施責任者は、講習計画を策定し、又は変更したときは公安委員会に報告するものとする。

（受講命令書の交付等）

第７条 公安委員会は、規則第38条の４の４第１項の規定により特定小型原動機付自転車運転者講習受講命

令書（規則別記様式第22の11の３。以下「受講命令書」という。 ）を交付するに当たっては、特定小型原動

機付自転車運転者講習のお知らせ（出頭通知）（様式第１号）により通知するものとする。



２ 公安委員会は、前項及び第８条第２項の規定により受講命令書を交付したときは、特定小型原動機付自

転車運転者講習受講命令書受領書（様式第２号）を徴するものとする。

（特定小型原動機付自転車命令通知書の送付等）

第８条 公安委員会は、他の都道府県公安委員会の管轄する区域内に住所を有する者に対し講習の受講を命

令するときは、当該都道府県公安委員会に特定小型原動機付自転車命令通知書（様式第３号）を送付する

ものとする。この場合において、被命令者に対して受講命令書を交付していないときは、併せて当該受講

命令書を送付するものとする。

２ 公安委員会は、他の都道府県公安委員会から受講命令書の交付を依頼された場合において、被命令者に

対し当該受講命令書を交付したときは、当該都道府県公安委員会に特定小型原動機付自転車命令執行通知

書（様式第４号）を送付するものとする。

３ 公安委員会は、他の都道府県公安委員会から交付を依頼された受講命令書を交付できなかったときは、

特定小型原動機付自転車命令書返送書（様式第５号）及び当該受講命令書を当該都道府県公安委員会に送

付するものとする。

（講習の申請）

第９条 講習の受講申請に当たっては、特定小型原動機付自転車運転者講習受講申請書（様式第６号）を提

出させるものとする。

（終了証書の交付）

第10条 講習を終了した者が証明書の交付を求めてきた場合には、特定小型原動機付自転車運転者講習終了

証書（様式第７号。以下「終了証書」という。 ）を作成して交付するものとする。

（終了証書の再交付）

第11条 終了証書の交付を受けた者が、終了証書を亡失し、滅失し、又は棄損したことにより終了証書の再

交付を求めてきた場合には、特定小型原動機付自転車運転者講習終了証書再交付申請書（様式第８号）に

より再交付の申請をさせた上、再交付するものとする。

（本部長への委任）

第12条 この規程の実施に関し必要な細目的事項は本部長が定める。

附 則

この規程は、令和５年７月１日から施行する。



様式第１号（第７条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

年 月 日

様

静岡県公安委員会

特定小型原動機付自転車運転者講習のお知らせ（出頭通知）

あなたは、特定小型原動機付自転車運転者講習の対象者となったため、講習を

受けるべき命令書を交付いたしますので、指定の日時に、指定の場所までおいで

ください。

１ 出頭の日時及び場所

日 時

年 月 日 （ 曜日）

前 前
午 時 分 ～ 午 時 分の間
後 後

場 所

免 許 セ ン タ ー 号室

警 察 署 課

（電話番号 － － 内線 担当者 ）

２ 持ってくるもの

・ 身分を確認できるもの

（例：個人番号カード、自動車運転免許証、学生証等）

・ 特定小型原動機付自転車運転者講習のお知らせ（この通知書）

３ 注意事項

次の場合は、担当者まで必ず事前に電話連絡してください。

・ 指定日時に出頭できない場合

・ 当日、特定小型原動機付自転車運転者講習の受講を希望する場合

４ 補足通信



様式第２号（第７条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

年 月 日

特定小型原動機付自転車運転者講習受講命令書受領書

静岡県公安委員会 殿

住 所

氏 名

連絡先

私は、 年 月 日から 年 月 日までの間に特定

小型原動機付自転車運転者講習を受けるべきことを命令するという内容の特定小型原

動機付自転車運転者講習受講命令書を受領しました。

また、受講の場所・日時については、

・ 後日連絡します。

・ 下記のとおりとします。

場 所

日 時

午前

年 月 日 時 分から

午後



様式第３号（第８条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

第 号

年 月 日

公安委員会 殿

静岡県公安委員会

特定小型原動機付自転車命令通知書

当公安委員会は、貴公安委員会の管轄区域内に住所を有する下記の者に対し、

下記の受講命令を決定したので通知する。

記

住 所

フリガナ

氏 名 （ 年 月 日生 ）

命令理由

違反名： （ 年 月 日）

（道路交通法 第 条第 項違反）

違反名： （ 年 月 日）

（道路交通法 第 条第 項違反）

命令執行

受講命令書を被命令者に ・ 交付済

・ 未交付

貴公安委員会への命令執行依頼 ・ あり

・ なし

特定小型原動機付自転車運転者 ・ 当公安委員会

講習の実施 ・ 貴公安委員会

備 考



様式第４号（第８条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

第 号

年 月 日

公安委員会 殿

静岡県公安委員会

特定小型原動機付自転車命令執行通知書

貴公安委員会から 年 月 日に執行依頼のあった特定小型原動

機付自転車運転者講習の受講命令については、下記のとおり受講命令書を交付したので

通知する。

記

住 所

被命令者
（ 年 月 日生 ）

交 付 日

年 月 日

（命令の期間 年 月 日 ～ 年 月 日）

備 考



様式第５号（第８条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

第 号

年 月 日

公安委員会 殿

静岡県公安委員会

特定小型原動機付自転車命令書返送書

貴公安委員会から 年 月 日に執行依頼のあった下記の者に対

する特定小型原動機付自転車運転者講習の受講命令については、被命令者の所在が不明

であることから、受講命令書を返送する。

記

フ リ ガ ナ

氏 名 （ 年 月 日生 ）

備 考



様式第６号（第９条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

特定小型原動機付自転車運転者講習受講申請書

年 月 日

静岡県公安委員会 殿

住 所

氏 名

年 月 日生

道路交通法第 108 条の２第１項第 15 号に掲げる特定小型原動機付自転車運転者講習

の受講を申請します。

手 数 料 欄



様式第７号（第 10 条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

第 号

特定小型原動機付自転車運転者講習終了証書

住 所

氏 名

年 月 日生

上記の者は、 年 月 日、道路交通法第108条の２第１項第15号

に掲げる特定小型原動機付自転車運転者講習を終了した者であることを証明する。

年 月 日

静岡県公安委員会 印



様式第８号（第 11 条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

年 月 日

特定小型原動機付自転車運転者講習終了証書再交付申請書

静岡県公安委員会 殿

住 所

氏 名

年 月 日生

私は、 年 月 日に において

特定小型原動機付自転車運転者講習を受講しましたが、次の理由により、特定小型原

動機付自転車運転者講習終了証書の再交付を申請します。

理 由 □ 亡失 □ 滅失 □ 棄損

□ その他（ ）

備 考


